
‭世界連邦日本国会委員会‬

‭国連パレスチナ難民救済機関 フィリップ・ラザリーニ事務局長‬

‭との‬

‭意見交換会‬
‭2024年3月29日(金) 14:00-15:20‬

‭衆議院第一議員会館 特別会議室‬

‭リポーター池上慶徳‬

‭司会進行：谷本真邦 世界連邦日本国会委員会　事務局次長‬

‭自由民主党　衛藤征士郎　衆議院議員　世界連邦日本国会委員会会長‬
‭イスラエルパレスチナ間における継�0|Ñつ人Ÿ0な�•に関して |©dで ‬

‭�v決議に向けた”きをされていることはŽÆのóり|¦—している}また| ‬

‭ラザリ–ニÌÍ局長はj日|Öœ“Í大臣ともv•をされており|極めて&• ‬

‭義かつ|•極0なøをできたとQ
を*けている}ºは�日Ò 7Ô 45
から 1‬

‭Ô間_にかけて局長を—むvをd˜óにてíり行わせていただいた}F“な• ‬

‭見が交わされ|日˜はこのþUに;するプレゼンス|リ–ダ –シップをP揮す ‬

‭��‬



‭るべきであると÷じた}ñÀにクリ–ンなæAにおける支�をすべきという•見もvwできるが| ‬

‭一óのグレ–なþUもOÊしながら|日˜�としてのイニシアチブをÚ±にすべきである|と•見 ‬

‭させていただいた}ガザにおいては|日˜が”くことで救われるÙと|人“の希zというó
がS ‬

‭一であると考える}˜日は限られたÔ間ではあるが|í�ÌÍ局長のおøをいただきたいと­う} ‬

‭また|˜日は|R‰×jå”協vv長の大橋光Ö–生にもご®xいただいているので |よろしくお ‬

‭願いしたい} ‬

‭大橋光Ö　世界連邦運動協会会長 ‬

‭　˜日の•見交úvの�=•9は|R‰×jå”における�v議¿の• ‬

‭9であり|ºは民間のv長をÍめている}R‰×jå”は|�€|4 ‬

‭教|民�の£$をÝえて共#できる�vを目®している}Hえて |˜方 ‬

‭自×9によるR‰×jå”のÔôでは|イスラエル|パレスチナÜ方よ ‬

‭り|肉�をîった�ô孤Ïを日˜に¨き|交…し| áを±むというプ ‬

‭ロジェクトを行っており|�ô孤Ï•士であっても| áを±むことが ‬

‭できると|˜Ë”はËÚしている}それだけに|現Wガザで起きている ‬

‭ことがšòでたまらなく|一	もíくイスラエル|パレスチナ間での�•が\立し|�÷がhれる ‬

‭ことを祈òし|ºからのoxとする} ‬

‭Ô¢éÂÖ・èµéーÊ　国連Ðë¸ÀÉ難民救済機関　事務局長 ‬

‭　ºが¼xr京にaたのは| 10月2日|日˜と UNRWA間の703ñを記 ‬

‭òするUだった} 703ñということが示すóり|日˜は 70ñにUりパレ ‬

‭スチナの人“及び |パレスチナÕ民と•結 しており|öに日˜が�×の ‬

‭HÛ�になる¼からということになる}a日から 6ヶ月で|¯rでは$ ‬

‭̃0に/わるような大きな/Bが起きた}これは¯r˜°をÝえてì響 ‬

‭を8えている}まずは| 10月7日にP生した|ハマスによるイスラエル ‬

‭への攻撃と虐|は|イスラエル�vに大きな•とトラウマを8えた}こ ‬

‭のÌ件によりP生した•ôは|ル–ルなき•いであると考える}ガザに ‬

‭おける人Ÿæ況については|�までに·を見ないような危機0なæ況となっている}f去 5ヶ月の間‬

‭にpくなった人Dは|f去 2ñ間におけるロシアによるウクライナþ攻でpくなった人Dよりも* ‬

‭い}また| 5ヶ月間での子供の犠e	Dは|f去 4ñ間に|R‰の�ôによってÙをgとした子供の ‬

‭人Dよりも*い}Hえて |ジャ–ナリスト及び�×õ¿の犠e	Dも¡Ö·を見ないほどの人Dが ‬
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‭犠eになっている}ガザ˜°における�zと|“Õを7儀なくされた人Dに関しても|¼P¾�の ‬

‭規éとなっている}人工0にÂき起こされた飢Oについても大きなþUである}ガザ˜°は|�ま ‬

‭で一_も飢えを経験したことがない˜°だったが|イスラエル軍によるガザ˜°のO—によってÂ ‬

‭き起こされている}人“は�後|軍Ì攻撃にíき�まれてpくなるか|飢えによってpくなるかと ‬

‭いうæ況にðい�まれるだろうと6çしている}また|ŠFも耳にされたことがあるかもしれない ‬

‭が| 10月7日のハマスによるイスラエルD撃において | 12Øの UNRWAõ¿が関わっているという÷ ‬

‭がある}ºも口•にてこのáQを�き|±Fに恐ろしいことに|õ¿が関わっていたことに'き| ‬

‭'�に;{|決•を行った} 1つ目は| 12Øの|攻撃に関わったとされるõ¿の契�w•を行い| ‬

‭UNRWAがガザでのË”を継�できるようにした} 2つ目は|グテ–レス�×ÌÍù長に•cを行 ‬

‭い|¬立したÛ2チ–ムを立ちÖげ |˜件に;してのÛ2を行った}è2にはイス ラエル|局にも ‬

‭協力を仰ぎ |Ë拠があるようであれば�cしてXしいと•cしている} 3つ目は| UNRWAのリスク‬

‭マネジメントプロセスのþUFなどをÚらかにするための|¬立したレビュ–を•cした}これ ‬

‭は| 3つのスカンジナビアの機関と|フランスの元“öのコロナ氏に協力を仰ぎ |行 っている}˜件 ‬

‭については|現WもÛ2¯であり|現æ|||ºが�いた口•でのáQ’Öのことは³いていな ‬

‭い}また|¬立レビュ–の方は|ñÀhが 4月20日にP¼される6�となっている}� 10日¼に ‬

‭は|¯間Q
がP¼されていて |Æ?は UNRWAと©HÛ�とで共&されている}その¯では|ど ‬

‭のようにすればUNRWAのメカニズム|及びプロセスをƒ½できるのかについてのì
•もあった ‬

‭ので|ÌÍ局長としては|これらを—入す る^力をしていく}また|˜疑üが公になった後には| ‬

‭一óのHÛ�が UNRWAに;するÇ金拠cを�止する決�をAしたと�いた}öに 48Ô間の間に| ‬

‭日˜を含む 15カ�が UNRWAに;する拠c金の一Ô�止を決�した}しかし|拠c�と UNRWAとの‬

‭間で|Æóメカニズムをどのように強Bし ていくかについての�•が¤られるようになったこと ‬

‭で|拠cを>Žする�が
えてきている} ©拠c�は|�後も UNRWAのパ–トナ–として協力し ‬

‭てくださることとなった}まさに|�xh日した目0も|どうすれば|日˜のŠFが UNRWA拠c ‬

‭したお金が|パレスチナの人“の元に³くのか|どのようにそのようなメカニズムをfっていくの ‬

‭かについて|日˜]ÛのŠFと協議するためにaた}?後に
しÖげたいのは|j日はÖœ“Í大 ‬

‭臣と|˜|に建•0なøし�いができたということである} ‬

‭司会進行：谷本真邦 世界連邦日本国会委員会　事務局次長‬
‭¤ここからは•見交úvの形をとることと|モデレ–タ–として�v&å	Æþ機関であるグロ– ‬

‭バルガバナンス4�™¿v:長の長谷œ-弘氏元�×ÌÍù長§*P¼がÍめることをŽÆされ ‬

‭た} ¥ ‬

‭長谷川祐弘　国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会座長 ‬
‭̃•見交úvは|�１Ô間ほどを6�しているので |©–生方より 3
から 5
ほどごP言いただ ‬

‭きたい} 2_目| 3_目のP言もIÿなので |よろしくお願いしたい} ‬
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‭自由民主党　柴山昌¦　衆議院議員 ‬

‭　�Òの“交Û2vで |ø‡Z士ïv長を はじめ|*Dの•”議¿が１ ‬

‭Ô間 30
にUって | UNRWAへの拠c金>Žについて大激õを交わした ‬

‭と�いている}ºは|*のv議にcxせねばならず |ˆHはÓわなかっ ‬

‭た}しかし|�日’“の UNRWAへの拠c>ŽのU非に関する•見交ú ‬

‭のÝには|_“ˆHさせていただいていた}•~がこれだけƒ抗してい ‬

‭たというのは|–ほどÌÍ局長がおっしゃられていたóり|ハマスのテ ‬

‭ロ行¡に UNRWAõ¿が関8していたとすれば|�U�vからは*け入 ‬

‭れÕいことである}しかし|監2の›Ôみや |ガバナンスのƒ½|ガザにおける人Ÿæ況が極めて ‬

‭uBしていることにHえ|)の�“が拠cを>Žしていること|そして決�0だったのは|�×が ‬

‭人Ÿ支�の決議を行うということで |日˜ もこの…れの¯で |人Ÿ支�に関8するべきではないの ‬

‭かということになった}拠c金の>Žは|j日Öœ“ó大臣がおøしたような形で |ステップバイ ‬

‭ステップの形になるとは­うが|日˜も決•するべきÔであるとの結õに至ったとéåしている} ‬

‭ºは拠c金の•~•方の•見もvwできるが|とにかく人Ÿæ況がuBしているということなの ‬

‭で|>Žに向けた”きに•\である}いず れにしても|ÌÍ局長が|日˜のプレゼンスを大きくé ‬

‭めていただいてごa日いただいたことに|ƒめて心から敬•と÷

しÖげる} ‬

‭社会民主党　þ島瑞穂　参議院議員 ‬

‭具90に|Ç金拠cの�止によって |どのような••|またはþUがP生 ‬

‭しているのかについて|お教えいただきたい}�民dとしては| UNRWA‬

‭への支�を>Žすべきだと÷じているので |ぜひお€えいただきたく­ ‬

‭う} ‬

‭日本維新z会　浅川義治　衆議院議員 ‬

‭　ºたちのこのvはR‰×jを目®す議¿のvでもある}R‰�÷のた ‬

‭めにはR‰×jがということになる}イスラエルにおける¯rとの関係 ‬

‭について|]×の力は軍Ì力を]うものである}しかし|$˜0に¯r ‬

‭þUは|4教が�景にあると­う}イスラム教|キリスト教|ユダヤ教 ‬

‭にしても|w�によって
かれてしまうが|よりをûすために�×で” ‬

‭けないのかとàに考えている}�xの|Ç金をcすcさないよりは|4 ‬

‭教þUのw決がなされなければ|�後—ñ二—ñも�ôが�いてしまう ‬

‭のではないかとºは危ùしている}ご見wをáきたい} ‬

‭��‬



‭立憲民主党　þ山哲郎　衆議院議員 ‬

‭　ºが“Íú大臣のÔ| UNRWAのd田研究ó長と›Ìをともにしたこ ‬

‭とがあり|�xのガザのæ況でも 2_ほどKøにて |åŠ厳しい現˜の ‬

‭æ況をお�きした}ガザの人Ÿæ況について |ºも�く懸òをしてい ‬

‭る} ‬

‭f去 2xから 3x|�vでの“交…ø™¿vでも|Öœ“Í大臣に拠c金 ‬

‭の>Žを強く求めた}ハマスのテロに関8していた疑üがあるとして ‬

‭も|人Ÿæ況のƒ½がÖ”の˜òであり|�–すべきだと考える} ‬

‭UNRWAの70ñに及ぶガザ˜区への貢献を考•すると|日˜はíく拠cを>Žし|飢Oや子供の人 ‬

‭Ÿæ況をƒ½することに貢献すべきだとj日もÖœ大臣に求めた}Öœ“Í大臣は|ÌÍ局長とå ‬

‭Šおvいする機vがあるので |スピ –ド÷ をÓってíくÛ^をしたいと•った}飢Oや人Ÿæ況| ‬

‭ÁÇの*け入れのƒ½はもちろん|öUにガザのæ況をどのように�•にÓっていくのか}イスラ ‬

‭エルによるガザ˜区への攻撃は|あまりにも厳しいものであり|�の�U�vがどう�•にÓって ‬

‭いくかが極めて大Ìであると考える}ÌÍ局長にはそこの見wを教えていただきたい}�ガザのÕ ‬

‭民支�で?も大ˆなのは食Ÿだと考えているが|食Ÿを��するル–トの±;はcaるか|また日 ‬

‭̃の>Žした拠c金が&効にË用できる環境が^っているかを•いたい} ‬

‭自由民主党　小田原潔　衆議院議員‬

‭　 UNRWAの•Ú[に;して |�v議¿からF“な厳しいコメントが寄 ‬

‭せられていることを
Yしたい}このÌáをvwしていただきたい} ‬

‭k“は UNRWAと×>していく} ‬

‭公明党　金城泰邦　衆議院議員‬

‭　公Údとして |�月 6日に]ÛにPoを行った}Æ?としては| 1日も ‬

‭íい�•|Ç金拠cの>Žである}Poするにあたって |日˜にいる ‬

‭NGOの方や | UNRWAへの支�を求める方との•見交úもした}ガザに ‬

‭おける子供たちの飢sþUは�	である}また|�ôによるè•	に; ‬

‭する­œ0なÈŸに関しても|日˜]Ûが*け入れて×œを行うなどの ‬

‭Pzも•った}å近のbUは|いかにして飢sをÙり�えるかだと考え ‬

‭ている}そのためには�Çをいかにåんでいくかという…れが«Pであ ‬
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‭る}しかし|検þ}に×まれてなかなか入れないというæ況があるため|検þ}の�2の簡6を| ‬

‭UNRWAからも求めてXしい} UNRWAが行”を起こすにあたって |日˜]Ûにどのようなことを求 ‬

‭めているのかもお•いしたい}飢sをÙり�えるためのプロジェクトに|ピンポイントで拠cを行 ‬

‭う•の方]を�めていくことに関しても|•見の¼Úも行いたいと­っている} ‬

‭立憲民主党　水野素子　参議院議員‬

‭　ようやく|拠cの>Žに関して |]Ûが”きcしたことにŠgしてい ‬

‭る}�やかに拠c>Žに向けてÌÍ手�きを�めていきたいと­ってい ‬

‭る}Ôôの疑üと人Ÿ0支�の継�は*þUであり|•Ú[を高める^ ‬

‭力も«Pであるが|人Ÿ0支�を欠かさないことがより大Ìである}º ‬

‭は|�U]をオランダのライデン大»で7強していた}“交…ø™¿v ‬

‭でÖœ大臣に|�Ô�•|恒久0な�•に向け |�ô’PÔのþUとは ‬

‭*に|イスライルによるÏ1*な=撃が�U]|人Ÿ]«`ではないの ‬

‭かとàにÖえているが|Ú±な€えがない}�U�vが|�起きているÏ1*な攻撃が人Ÿ]|� ‬

‭U]の«`であるというjを高めていくべきである}“Í»やÖœ大臣に"ねても|十
なáQが ‬

‭ないため|人Ÿ]«`とは^•できないとのx€であった}ÌÍ局長の見wとして |ガザでの=撃 ‬

‭が人Ÿ]«`なのかどうかお•いしたい}そして |もし人Ÿ]«`だとお考えであれば|日˜の“ ‬

‭Í»にGえていただきたい} ‬

‭日本共産党　本村伸子　衆議院議員‬

‭　ガザのæ況が厳しい¯|日˜にaてたことへ敬•と÷

しÖげる}º ‬

‭も6‘™¿vや)の™¿vにおいて |�Ô�•と| UNRWAへの拠cの� ‬

‭Ô>Žを求めてきた}�	な飢sや|^がP生する¯において | UNRWA‬

‭は)の�U機関にとって/わることのできない|XPな
ÇをQたしてい ‬

‭る}しかし|]Ûは)の機関に拠cをしているので«Pはないとのことで ‬

‭ある}日˜�は WFP¤�U×�R‰食Ÿ計m¥などにÇ金拠cを行ってい ‬

‭るが|ÌÍ局長のお言Nで |)の機関で} えないUNRWAの
Çについて ‬

‭おøを•いたい};健局長からは|イスラエルからË拠がcていないとøがあったが|そのFにつ ‬

‭いても•いたい} ‬

‭Hえて | UNHCRと比べて |¼日ÌÍ}を含めて UNRWAと日˜は|より関係を�めるべきであると ‬

‭­っているが|日˜に;するPzを—りたい} ‬

‭��‬



‭無所属　鈴木宗男　衆議院議員‬

‭　ºは| UNRWAのõ¿がハマスに関8していたかどうか|またÌ件のw ‬

‭Úなど|それらがはっきりしなければ|公共のu金をžうべきではÏいと ‬

‭考えている}また| UNRWAのƒ革がどのように±éされているかの$拠 ‬

‭が示されて ||めて協力がcaると­っている} 2月27日に|日˜]Ûは ‬

‭Ï‘Ç金の支�を 3200¸ドルもしている}�×の食Ÿ計mや;健機関|Ï ‬

‭œ基金に| 504を拠cしている}日˜は| UNRWAがÓ•Úなæ況におい ‬

‭ても|�×に;する支�は行っている}テロにH}していた機関に|Ç金 ‬

‭を拠cしていたなどのことになれば|þUになるので |�すぐ UNRWAにÇ金拠cを>Žするのは ‬

‭いかがなものかと考える}ÌÍ局長もテロが許されてはならないと–ほどおっしゃられていたわけ ‬

‭ですから|このó
をÚ±にしていただきたい} ‬

‭無所属　堂込麻紀子　参議院議員‬

‭　Òから大きなミッションをÓちながら|日˜でのF“な機関との交µ ‬

‭をお‰れFです }åŠガザでのæ況|öUに人Ÿ0な飢sが起きている ‬

‭ことを—った}ºのもとにも|日˜�民からもÇ金拠cの>Žを求める ‬

‭jをいただいている}そのミッションを携えて |Öœ“Í大臣とおøを ‬

‭されていて|そのミッションの大šはl\できたのではÏいかと­う ‬

‭が|この–日˜に求めるミッションを教えていただきたい} ‬

‭自由民主党　本田太郎　衆議院議員‬

‭　ºの¶挙区の…óªでは|–ほども÷れられていたóり|イスラエル ‬

‭とパレスチナの�	が共にfごし| 好を.るプロジェクトを行ってい ‬

‭る}このような˜°であるため|�xの人Ÿ0な••に心をòめてい ‬

‭る}よってk“は UNRWAの
Çに敬•を¼している})方で |現Wþ ‬

‭Uになっている|一óのõ¿がテロにH}していたのではないかという ‬

‭ところについては|•ÚƒæをQしていただきたい}これがQたされる ‬

‭ことによって||めて日˜もÇ金拠cを�後も�けていくことができる ‬

‭のではと考えている}Ç金拠cも大ˆだが|•ÚƒæをQたすことも•じく大Ìだと考えており| ‬

‭ぜひ�xのh日の間に日˜]Ûとøし�っていただいて |vwを¤られるようにしていただきた ‬

‭い}日˜が気ÓちよくÇ金拠cを>Žするためにお力@えいただき|ºもその限りでは|協力した ‬

‭いと考えている} ‬
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‭教育無償化ž実現e—会　鈴木敦　衆議院議員 ‬

‭　ºからは一FだけおGえさせていただくが|Ç金拠c>Žの¼に|現 ‬

‭öþUとしてDヶ月拠cが�止していたので |元のË”æ況にûるには ‬

‭Ô間がかかると­う}緊急で |k“にPz があれば•いたい} ‬

‭立憲民主党　阿ó知子　衆議院議員 ‬

‭　åŠõþに€えていただけることに÷
している}ºは|小ÏO­と ‬

‭して|パレスチナでの母子手Éのà及Ë”に関わってきた} JICA| ‬

‭UNRWAのŠさんと|ºの小ÏOが}�する­局とで�りÔんできた} ‬

‭1月=わりごろ|わずか 48Ô間’Æに| UNRWAへのÇ金�止が決まっ ‬

‭た}そのU|どうすれば|パレスチナの母子をサポ –トできるか考え| ‬

‭�v¯の議¿にjをかけ |Ýd�の7強v を7xにわたりŽ=してき ‬

‭た}ガザのæ況|�U人Ÿ支�の©機関の”き|­œでどのようなサ ‬

‭ポ–トができているか|あるいはcaてい ないかを�v議¿に—っても ‬

‭らい| 1人でも*くのÙを|させないかをS一に考えて行”しており|d田さんにも˜日お�しいた ‬

‭だいた}結Qとして*くの方が|ÌÍ局長のおøを�こうとこのvにˆHしてくださっている}こ ‬

‭のÝを企mしてくださったR‰×jのŠさんにも÷
する}�は|ラマダン期間¯の�•である ‬

‭が|どう�•にÓっていくかがXPである}この�•が|Ó�0な�•に向かわない限り­œ機関 ‬

‭もË”できないÖに|パレスチナが|パレスチナとして | Two-state solution(二�Mw決¥に向かう ‬

‭ためのÈŸをとることができないと考えている}–ほどø‡–生が|�vでの決議についておっ ‬

‭しゃられていたが|�•と UNRWAへの支�の>Žは|車の½Fだと考える}�までに
して |¸ ‬

‭土となったパレスチナにおいて |••が広がっている}これからますます日˜も協力していきた ‬

‭い}また*くのáQをお寄せいただいて |˜|の•½で 2カ�がvw|ýcし�い|共#できる9W ‬

‭のために�日が�たな 1@になることを願う} ‬

‭立憲民主党　山崎誠　衆議院議員‬

‭　ºも7強vへのˆHから|áQを¤るにUして½Îにšっているの ‬

‭は|パレスチナを支えられるのはk“しかいないということである}こ ‬

‭れは�U0に大Ìなポイントである}d田;健局長からも•っている ‬

‭が|パレスチナという§!な˜°に$ざして |þ¹|教±|­œを長ñ ‬

‭��‬



‭支えてきたという功•を|%Xするべきだと考える}Ó幸にも UNRWAõ¿の疑üþUが起きてし ‬

‭まったが|疑üのÛ2と|人Ÿ0な支�は•方�けていくべきであると考える}支�を�止すると ‬

‭いう¶]¾は�るべきではないと­っており|その¯で�•に向けて |日˜にDがcaるのか|現 ‬

‭Ýのjとしてk“にプレゼンしていただきたい}大/ÕしいbUをXえているのはvwしている ‬

‭が|このæ況をÙり�えるために�U�v|§に日˜のような�がDをするべきか|ÌÍ局長から ‬

‭教えていただきたい} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭ŠFが|ここに�日いらっしゃるので |こ れからの非àにXPなFを� ‬

‭きたいと­う}£œ–生が言っておられたように|これからどうするの ‬

‭か|どのような“•を‹むのか}そして |ú山–生がおっしゃられてい ‬

‭た|ステップバイステップとはどういうことなのか}また|Â木–生 ‬

‭が|非àに厳しく言っておられたが|–ほどÂ木–生が|xされていた ‬

‭Ôに|ÌÍ局長は| UNRWAでÛ2•を立ちÖげて |公cなÛ2を行っ ‬

‭ているとおっしゃられていた}なので |> _÷れることはなく|ºの方 ‬

‭でŠFのご•見をまとめながら|õþしたいと­う}まず 1w大Ìだと考えているのは|��などに ‬

‭„かれないFをラザリ–ニ氏に�くことだと­う}そこで |ºが言いたいのはルワンダでも|r ‬

‭ティモ–ルや |�のガザでも| UNRWAの機関には二|†—人のõ¿がいる}そのÆで |D人がこ ‬

‭のハマスの攻撃に関8をしていたってことだが|ºがŠさんとともに�きたいことは|どの _| ‬

‭•たちが関8していたと­いますか}Pするに|個人0にハマスと行”をともにしてイスラエルに ‬

‭þ入していったのか|それとも¼から3„にs˜に協力していたのか•|まずそのFをお�きした ‬

‭い}これにはÂ木–生がおっしゃられていたóり|•Úƒæがある _«Pだと|ºは­う} ‬

‭国際連合Ðë¸ÀÉ難民救済機関　Ô¢éÂÖ・èµéーÊ　事務局長 ‬
‭　まず |ŠFにコメントをいただきました ことを÷

しÖげる}ŠFのご•見を�×している ‬

‭と|日˜の�vの¯にもF“な考え方があって |議õが起こっているということがvwできた}Ç ‬

‭金拠cは|疑üがw決されるまではcすべきではないという•見や |それとは関係なく|やはり人 ‬

‭Ÿ0支�のためにÇ金は拠cしなくてはならないという•見まで |F“cたと­う}•見がÇれて ‬

‭いるのは日˜だけではなく|)の�でもºは�いてきた}そのようなÝでは| UNRWAõ¿のハマ ‬

‭スH}疑üが�なõFとなっている}このõ¿らは|H}が疑われているという“•であり|±� ‬

‭したわけではない}しかしながら|ºは�:に•らとの契�を2ちˆるという決•をした}�xの ‬

‭ような'�な契�w•は|�×ではº“0なÈŸであり|きちんとしたプロセスを経ずに行われた ‬

‭ものである}日˜のŠFも|Ë拠なく|疑üのみでw雇するのはÕしいと­う}しかし|�xの疑 ‬

‭üに関わる攻撃は|一×のイスラエルとパレスチナのþUにおいて |ÎÎ0なÌ件であり|イスラ ‬

‭エルによる大規é攻撃のÂき金をÂいたcaÌである}ºは|Ôôの長として | UNRWAのË”を ‬

‭継�するためには)の¶]¾はÏいと^•し|決•した}このõ¿らのÛ2は現Wも�行¯であ ‬

‭��‬



‭り|もし•らの関8を決�づけるË拠がP見されたÝ�|刑Ì手�が行われる}そして |•らは個 ‬

‭人の•Úƒæと刑Ìƒæをèっていくことになる}しかし|これは•ら個人のƒæであり|ÔôÀ ‬

‭てのものではないということをvwいただきたい}ºえばある�で | 12人の警wòがDかuÌにH ‬

‭}していたとして |それに;し警wÔôÀてをなくしてしまおうと考えられるでしょうか}警wÔ ‬

‭ôは«Pであり|その 12人の警wò個人のƒæをð求するでしょう}しかし|�xの UNRWAのÌ ‬

‭ºでは|この 12人の関8が疑われた“•で |k“に;するÇ金の供給が�止されることを経験し ‬

‭た} UNRWAは|Šさんの監Áのもとに|また�U�vの監Áのもとに現WŸかれているæ況だと ‬

‭­う} 1つに| UNRWAは|監2とØのつくものはÀて*けるような|厳しい監Á9Wに…されてい ‬

‭る}k“は|まだƒ½できるFがあると考えており|だからこそ |コロナ元フランス“Í大臣や | ‬

‭S†	機関のÛ2を*け入れた}ºたちは|非àに�~な環境の¯で |�い÷áや�い
ÍをXえ ‬

‭ながらË”している} 2つ目としては| UNRWAは|ガザのことで®目されているが|k“のË” ‬

‭は|この˜°のD³¸人にもÖるパレスチナ人のライフラインを�供していることをvれないでい ‬

‭ただきたい})の�×機関や | NGOはパレスチナにおいて|]Ûのようなサ–ビスを�供できな ‬

‭い}k“ UNRWAが�一]Ûのようなサ–ビスを�供できる機関である} ‬

‭無所属　鈴木宗男　衆議院議員‬
‭　�のÌÍ局長のおøで­うのは|警wòが 12人uいことをしたから警wをなくせという議õでは ‬

‭なく|現Wxも UNRWAをなくせとは言っていない} UNRWAの¯の|¯立[をð求しているのであ ‬

‭り|�のÌÍ局長の•ÚはõFのすりCえである}xも UNRWAがuいとは言っていない} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭　もちろん�Â木–生がおっしゃられたように| UNRWAをなくそうというわけではない}ただ| ‬

‭Â木–生におGえしたいのは|ラザリ–ニÌÍ局長は関8したとの疑いがある 12人について |刑Ì ‬

‭Ì件としても;{する用•があるとeべている}厳しくÛ2|ð求していくが|“•を‹むことは ‬

‭«Pであり|¬•で�めることは�×としてできないとÌÍ局長はeべている})のŠFにもお� ‬

‭きしたいが|�×は˜件に関してÍÉしすぎているだろうか}�×の ]としては|疑üのある 12‬

‭人を{刑することなどはできない}ºlはやはり|�U�vなので |]に基づいて;{をするとい ‬

‭うことである} ‬

‭無所属　鈴木宗男　衆議院議員‬
‭　もうすでに 5ヶ月経っている}なぜいまだに±éできないのか} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭　ナザリ–ニÌÍ局長|なぜそこまでÔ間がかかっているのか} ‬

‭����‬



‭国際連合Ðë¸ÀÉ難民救済機関　Ô¢éÂÖ・èµéーÊ　事務局長 ‬
‭　k“は|Ô間がかかっているわけではない} UNRWAは|�xのÖえを行ったイスラエル]Ûに ‬

‭協力とáQ共&を求めているが|協力を¤られていない}その)の|áQを;&していそうなHÛ ‬

‭�は|これ’ÖのáQをÓっていない}現Wまで |“Í»からの口•による
立てしかなく|˜件 ‬

‭が˜|なのかどうかが¾だÓÚのままであり|•|õ¿の刑Ì手�を行うことができていない}� ‬

‭×は警wÔôではないので |このþUを自 力でÛ2するÿ力をÓっていない|よってHÛ�の協力 ‬

‭がÓI欠だ}協力がなければ|イスラエル]Ûが口•で�Ìしていること’ÖのÛ2はÓIÿであ ‬

‭る}ここで疑þなのは|なぜË拠もない
立てをºたちはýじるのだろうか}そしてなぜk“はこ ‬

‭のような大‰な決•を|この立Ëされていない�Ìに;して行うのだろうか}警wのøも|ºがº ‬

‭としてcしたわけではない}これはヨ–ロッパのàóの大臣のøだ}•らは|自�の警wò 12人の ‬

‭個人0な行”のために|Ç金の�供を2ちˆることはないと|&権	に;して言った}これを‹ま ‬

‭えたÖで |k“はDをl\したいのだろう か}�機関は ‬ ‭12人のõ¿の個人0な行”に;してƒ ‬

‭æはない} UNRWAには３¸人にものぼるõ¿がいる}•Ýの“で行われた個人0な行”に;し ‬

‭て|どのようにk“はƒæをÓつというのだろうか}ºは�きたい} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭　つまり|イスラエル]Ûは|ÀくáQを�×に;して�供していないということなのだろうか} ‬

‭これは�×がイスラエルに;して |ºえば|Ë拠の��などの非àにÍQなáQをP求していたり ‬

‭しているのか}�×は|イスラエル]Ûに;して |Dを求めているのかお�きしたい} ‬

‭国際連合Ðë¸ÀÉ難民救済機関　Ô¢éÂÖ・èµéーÊ　事務局長 ‬
‭　この件に関して |k“は|非àにQかいó
まで見ている}まず |ºは�xのÛ2に関わってい ‬

‭ない}なぜなら|˜Û2は|¬立したÛ2であるからだ}Õに|ºがÓつáQは|イスラエル]Û ‬

‭が|¾だにÛ2に協力していないということだ}k“は|決まったáQの$·を求めているわけで ‬

‭はない}•らの
立てをyÔけるようなáQ�供の協力を求めているだけだ}そのáQをもとに| ‬

‭Û2チ–ムが ]の協力とともに|刑Ì手�を行うかを決�することができるのだ} ‬

‭司会進行：谷本真邦 世界連邦日本国会委員会　事務局次長‬
‭　Ô間も&してきたので |日˜]Ûからも 見wをいただきたいと­う} ‬

‭外務省　緊急人道支援課　課長　松原一樹‬

‭　プロセスとして２つ| UNRWAに;して�行¯のものがある}まず 1つ‬

‭目は|�×による|関8が疑われる 12人の元 UNRWAõ¿のÛ2であ ‬

‭る}もう 1つは|コロナ¼フランス“öが�—する|レビュ–グル–プ ‬

‭である}これは|S†	機関なので |–ほ どÂ木–生がおっしゃられて ‬

‭����‬



‭いた¯立[をここでl\している} UNRWAは|ガザでË”している関係Ö|リスクとàに°�わ ‬

‭せであり|このリスクを�U人Ÿ機関としてどう管vしていくのか|どのように¯立[を;ってい ‬

‭くのかについて|ºのvwではコロナ¼“öの¬立½Fグル–プをóして行っているということで ‬

‭ある}j日|ÌÍ局長と|Öœ“Í大臣は| 50
にわたり非àに•åな•見交úを行ったが|その ‬

‭Ýでも UNRWAのガバナンス強Bをóしていかにリスクを管vし|¯立[を;つかについて |•å ‬

‭な•見交úを行った}Ô間もないので |Æ ?はj日公Žしたプレスリリ–スをごpいただきたい} ‬

‭;“0にもÚらかにしているóり|現Wこういったæ況でÛ^を行っている} ‬

‭世界銀行¯êーÖ　駐日特別代¼　米山泰揚 ‬

‭　•じ�U機関の一¿として |ÌÍ局長のおøを•って |心をòめてい ‬

‭る}なかなかÕしいbUだと­っているが|このþUが 1日でもíく| ‬

‭w決することを心から祈っているが|色“なøを耳にするたび |心はò ‬

‭む一方である} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭　–生方がõþされたもう一Fは|日˜がこのbUに;してDができるのかである} ‬

‭これについて|ÌÍ局長にお�きしたい} ‬

‭国際連合Ðë¸ÀÉ難民救済機関　Ô¢éÂÖ・èµéーÊ　事務局長 ‬
‭　日˜は|˜件に関して非àに•極0に”いてくださっていると÷じている}�×のŠÀ;ÔvÌ ‬

‭vで |ガザに関する決議ŽがF決されたこ とは|非àにm期0なことである}�•|そして人õw ‬

‭Z|また人Ÿ支�|こういったことをまとめÖげられたというのは\Qである}まとめて決•¼Ú ‬

‭を行ったとしても|ö現するかどうかはわからないが|�U�vが|イスラエルとハマスに;して ‬

‭�•をzんでいるとGえる|大Ìな一@だと考えている}そして |日˜は UNRWAと|そしてガザ ‬

‭̃°と長いパ –トナ–シップをÓっており |日˜から UNRWAに;して長期間にわたってÇ金�ˆ ‬

‭をしてくださっている}これ’“でも|日˜がより力をP揮できるとºが考えるのは|*くの�“ ‬

‭がKまるÝにおいて |˜日ºがおøしたことを|Gえていただきたいと­っている}Hえて |二� ‬

‭Mw決を4�する�“がKまるグル–プにもˆHしていただき|二�Mw決を4�していただきた ‬

‭いと考えている}この˜°に�÷をもたらせるのは|二�Mw決のほかに�の}ないと­ってい ‬

‭る}現Wのæ況のようなÔに一気に4�しなければ|l\できないとも­っている}二�Mw決の ‬

‭PCŽは�のところcていない}なので | 日˜はì響力を行žして |二�Mw決に向けて“きかけ ‬

‭を行っていただきたい}これをö現できたÔに|やっと UNRWAはフェ–ズアウトできるのであ ‬

‭る}–ほど| UNRWAは]Ûのようなサ–ビスを�供していると
しÖげたが|二�Mw決がö現 ‬
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‭できた暁には|]権に機ÿをおUしできると­っている}日˜はイスラエルにとっても|アラブ‡ ‬

‭�にとっても耳を傾けてくれるような#Wになっていると÷じており|その立Ýを&効Ë用してい ‬

‭ただきたいと­っている} ‬

‭無所属　鈴木宗男　衆議院議員‬
‭　ÌÍ局長におGえしたいのは|日˜には|厳しいことを言う人ほど|�ˆだと言う言Nがある} ‬

‭ここで| UNRWAに人Ÿ支�が«Pだとj をあげている人がいるが|öUどれだけの”きをしてい ‬

‭るのだろうか}ºは| 1998ñからの自身の長い]×経験の¯で見てきている}|Ôºは|大臣とし ‬

‭てS一¬で行”していた}だからºは|はっきりとものを言う}大Ìなことは|ただ支�をするの ‬

‭であれば簡zだ}yÔけを行わなければそれで=わるのだから}ここで |テロのyÔけをUきにし ‬

‭て|ºが支�だなんて議õをとるわけがないではないか}ºが�までDもやってaなかったのであ ‬

‭れば|Dも言わないが|öUにファ–ストランナ–として | 36ñ¼から”いてきたのだ}その経験 ‬

‭を基におGえしていると言うことを|ÌÍ局長にもごvwいただきたい} ‬

‭国会有識者諮問機関¯ìーÏê«ÏÉò¸推進委員会　長谷川祐弘　座長 ‬
‭　öはÂ木–生は| 200ñに UNDP¤�U×�ŽP計m¥と言う�×で一w大きなŽP�ˆ機関の ‬

‭トップドナ–になったÔに|úòx長òだった}そのUに|�×に;して強い­いで |日˜が�× ‬

‭を支�していると­って行う|とおっしゃられていたことを³えている}˜日は|このようにÝd ‬

‭�で |ŠF方からの建•0かつ|0を�た ご®,|ご•見に÷
する}また|�後とも�×機関に ‬

‭も¼んでいただきたいと­っている} ‬

‭司会進行：谷本真邦 世界連邦日本国会委員会　事務局次長‬
‭¤ v�行の谷˜ÌÍ局Õ長より"vが™言され|˜•見交úvは=’した} ¥ ‬
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‭�たるcx	は’Aのóり¤敬¿ƒ　zÓ•¥ ‬

‭½自,民�d¾ ‬

‭́C議Çµ 　ø‡Z士ï　小田原潔　ú山¬¦　D\D　˜田+ï ‬

‭½立憲民�d¾ ‬

‭́C議Çµ 　ló—子　源馬謙+ï　山bm　Á浩¡ ‬

‭́ˆ議Çµ 　þ山5ï　水	Ó子 ‬

‭½日˜¥�のv¾ ‬

‭́C議Çµ£œ義× ‬

‭½公Úd¾ ‬

‭́C議Çµ 　金ÜDj ‬

‭½日˜共•d¾ ‬

‭́C議Çµ  ˜'ü子 ‬

‭½教±Ï‘Bをö現するv¾ ‬

‭́C議ÇµÂ木¼ ‬

‭½�v民�d¾　 ‬

‭́ˆ議Çµ 　þm@D ‬

‭½Ï}�¾　 ‬

‭́C議Çµ  ¯原� ‬

‭́ˆ議Çµ  Â木4”　–�麻紀子 ‬

‭½]Û¾ ‬

‭　“Í»　緊急人Ÿ支�b　¯原一.　b長 ‬

‭½�U機関関係€&å	¾ ‬

‭　�U×�パレスチナÕ民救I機関　フィリップ€ラザリ–ニ　ÌÍ局長 ‬

‭　�U×�パレスチナÕ民救I機関　角幸康　µ“局Ö級µ“}|ò ‬

‭　R‰銀行グル–プ　米山DA　¼日§*P¼ ‬
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‭½R‰×j関係¾ ‬

‭　R‰×jå”協v　大橋光Ö　v長 ‬

‭　�v&å	Æþ機関グロ–バルガバナンス4�™¿v　長谷œ-弘　:長 ‬

‭　R‰×j日˜�v™¿v　�Ì7　ÌÍ局長 ‬

‭　R‰×j日˜�v™¿v　谷˜�j　ÌÍ局Õ長 ‬

‭　R‰×j日˜�v™¿v　インタ–ン　œÖ慶¥|Æ田¾|木'Ÿ月|
子�÷ ‬

‭¤PvcxL?行¿のおØ¼はÇnさせていただきます¥ ‬

‭����‬


